
固定資産税の減額措置 

住宅の省エネ改修 

住宅のバリアフリー改修 

新築された長期優良住宅 
　地球温暖化防止に向けて家庭部門のＣＯ２排出量の
削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修工
事を行った場合に翌年度の固定資産税を減額します。 
対象 
●工事期間　平成２１年４月１日から平成２２年３月３１
日の間に行われた改修工事 
●工事の要件　次の①から④までの工事のうち、①
を含む工事費用が３０万円以上の工事を行った既存の
住宅（賃貸住宅を除く。） 
①窓の断熱改修工事（必須） ②床の断熱改修工事 
③天井の断熱改修工事 ④壁の断熱改修工事 
減額内容 
　改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度
の当該家屋の固定資産税（１２０ｍ２分までを限度）の
３分の１が減額されます。 
申請方法 
　減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修
工事完了後３か月以内に必要書類を添付の上、申告
書を提出してください。 
必要書類 
①建築士、指定確認検査機関又は登録性能評価機関
による省エネ基準適合証明書等 
②改修工事の費用が分かる書類（領収書等） 

　高齢者が安心して快適に自立した生活を送るこ
とのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住
の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリ
ー改修工事を行った場合に翌年度の固定資産税を
減額します。 
対象 
●工事期間　平成２１年４月１日から平成２２年３
月３１日の間に行われた改修工事 
●居住者要件　次のいずれかの方が居住する既存
の住宅（賃貸住宅を除く。） 
①６５歳以上の方 
②要介護認定または要支援認定を受けている方 
③障害者の方 
●対象となる工事　次の工事で、補助金等を除く
自己負担額が３０万円以上のもの 
①廊下の拡幅②階段の勾配の緩和③浴室の改良④

便所の改良⑤手すりの取付け⑥床の段差の解消⑦
引き戸への取替え⑧床表面の滑り止め化 
減額内容 
　改修を行った住宅について、工事完了時の翌年
度の当該家屋の固定資産税（１００ｍ２分までを限度）
の３分の１が減額されます。 
※バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った
場合は、合わせて３分の２が減額されます。 
申請方法　省エネ改修と同様 
必要書類 
①居住者要件を証する書類（６５歳以上の居住者の
場合は住民票、要介護者または要支援者の場合は
介護保険の被保険者証の写し、障害者の場合は障
害者であることを証する書類の写し）②補助金等
を受ける場合は給付決定を受けたことが確認でき
る書類③改修工事に係る明細書、改修工事実施箇
所の写真及び領収書等もしくは対象となる改修工
事が実施されたことを証する書類 

　長期にわたり良好な状態で家屋を使用するた
めの構造等を備えた優良な住宅の普及を促進す
るため、固定資産税の減額措置があります。 
●対象 
次の要件を満たす住宅が対象となります。 
①行政庁から長期優良住宅として認定を受けた
住宅 
②平成２２年３月３１日までに新築された住宅 
③併用住宅の場合は、居住部分の床面積が２分
の１以上の住宅 
④床面積が５０ｍ２以上２４０ｍ２以下（賃貸共同住宅
の場合は４０ｍ２以上２８０ｍ２以下）の住宅 
●減額期間　①一般住宅は新築後５年間②３階
建て以上の中高層耐火住宅は新築後７年間 
●減額の範囲　床面積が１２０ｍ２以下の場合は固
定資産税の２分の１、床面積が１２０ｍ２を超え２８０
ｍ２以下の場合は１２０ｍ２相当分の固定資産税を２
分の１ 
申請方法 
　減額を受けようとする対象住宅の所有者は、
平成２２年１月３１日までに必要書類を添付の上、
申告書を提出してください。 
必要書類　認定通知書の写し 

　税務課（1６４・３１４６）、○新地域振興課（1７５・０２５１）、○揖地域振興課（1７２・２５２５）、○御地域振興課（1３２２・１００１） 
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１２
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
が
変
わ
り
ま
す 

た
つ
の
市
観
光
写
真
コ
ン
テ
ス
ト 

作
品
募
集
締
め
切
り
間
近
！ 

   　
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
の
被
保
険
者
証
は
、
１１

月
３０
日
で
有
効
期
間
が
終
了
し
ま
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
一
般
分

が
「
若
竹
色
」、
退
職
者
分
が
「
白

茶
色
」
で
、
１１
月
末
ま
で
に
郵
送

し
ま
す
。
 

　
な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
が
未

納
の
世
帯
に
は
別
に
通
知
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
古
い
被
保
険
者
証
は
国

保
年
金
課
又
は
各
総
合
支
所
市
民

福
祉
課
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
７５
歳
以
上
の
方
は
、
国
民
健
康

保
険
制
度
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
へ
移
行
し
て
い
ま
す
。
 

 ○
簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
し
ま
す
 

　
大
切
な
被
保
険
者
証
を
確
実
に

お
届
け
す
る
た
め
、
世
帯
の
全
員

分
を
ま
と
め
て
簡
易
書
留
郵
便
で

世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。
 

（
国
民
健
康
保
険
証
は
、
平
成
１９
年

１２
月
１
日
か
ら
名
刺
サ
イ
ズ
と
な

り
「
ひ
と
り
１
枚
」
の
カ
ー
ド
に

変
わ
っ
て
い
ま
す
。
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
、
記
載
内
容
等
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。） 

 ○
学
生
、
施
設
入
所
者
等
の
被
保

険
者
証
の
発
行
に
つ
い
て
 

　
大
学
・
専
門
学
校
、
施
設
入
所

等
に
よ
り
市
外
へ
転
出
し
、
親
元

等
を
離
れ
て
生
活
す
る
方
で
、
た

つ
の
市
の
国
民
健
康
保
険
に
引
き

続
き
加
入
す
る
方
は
申
請
が
必
要

で
す
。
 

〔
申
請
に
必
要
な
も
の
〕
 

・
被
保
険
者
証
 

・
印
鑑
 

・
学
生
証
の
写
し
又
は
在
学
証
明

書
（
学
生
の
み
）
 

・
施
設
入
所
等
の
証
明
書
（
施
設

入
所
者
の
み
）
 

 ○
国
民
健
康
保
険
税
は
、
必
ず
納

期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
 

　
保
険
税
は
、
国
民
健
康
保
険
を

運
営
す
る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

国
・
県
等
か
ら
の
補
助
と
合
わ
せ
て
、

医
療
費
等
の
給
付
の
費
用
に
あ
て

ら
れ
ま
す
。
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
、

国
民
健
康
保
険
制
度
の
運
営
が
困

難
に
な
り
ま
す
。
必
ず
、
納
期
内

に
納
め
て
く
だ
さ
い
。
 

　
ま
た
、
災
害
な
ど
特
別
な
事
情

が
な
い
の
に
保
険
税
を
長
い
間
納

め
な
い
で
い
る
と
、
被
保
険
者
証

に
代
わ
る
「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
資
格
証

明
書
は
、
医
療
機
関
に
か
か
る
際
は
、

い
っ
た
ん
全
額
負
担
と
な
り
、
後

日
申
請
に
よ
り
一
部
負
担
金
を
除

い
た
額
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
 

　
特
別
な
事
情
に
よ
り
保
険
税
の

納
付
が
困
難
な
と
き
は
、
お
早
め

に
税
務
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

 ▼
国
保
年
金
課（
1

６４
・
３
１
４
９
）、

○新
市
民
福
祉
課（
1

７５
・
０
２
５
３
）、

○揖
市
民
福
祉
課（
1

７２
・
２
５
２
３
）、

○御
市
民
福
祉
課（
1

３
２
２
・
１
４
 

５
１
）
 

＼40歳～74歳のみなさまへ／ 

毎年受けましょう 
特定健診 

生活習慣病予防のために 
特定健診・特定保健指導を積極的に活
用し、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣
を身に付けましょう。 
※市の実施する集団健診又は指定医療機関で受診
できます！　　  　　　　（たつの市国民健康保険） 

　
四
季
を
通
じ
て
風
景
、
イ
ベ
ン
ト
、

人
物
、
花
、
産
業
な
ど
様
々
な
視

点
か
ら
た
つ
の
市
の
観
光
の
魅
力

や
感
動
を
伝
え
る
写
真
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
 

◎
サ
イ
ズ
　
４
つ
切
カ
ラ
ー
又
は

モ
ノ
ク
ロ
の
単
写
真
（
ワ
イ
ド
４

つ
切
可
）
 

◎
作
品
　
５
年
以
内
に
た
つ
の
市

内
で
撮
影
し
た
も
の
で
、
観
光
Ｐ

Ｒ
に
な
る
も
の
。
自
作
品
で
未
発

表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。
 

◎
応
募
締
切
　
１１
月
２７
日
f
 

◎
応
募
数
　
１
人
５
点
以
内
 

◎
応
募
方
法
　
市
役
所
、
各
総
合

支
所
及
び
市
内
公
共
施
設
等
に
設

置
し
て
い
る
応
募
用
紙
の
受
付
票

と
作
品
票
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

作
品
票
を
作
品
裏
面
に
貼
り
付
け

の
上
、
持
参
又
は
郵
送
に
て
商
工

観
光
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
応
募
作
品
は
入
選
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
返
却
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
了
承
の
上
ご
応
募
く
だ

さ
い
。
 

◎
賞
　
推
薦
１
点
、
特
選
６
点
、

入
選
２５
点
 

▼
商
工
観
光
課
（
1

６４
・
３
１
５
６
） 

平
成
平
成
２０
年
度
特
選
作
品

年
度
特
選
作
品 

平
成
２０
年
度
特
選
作
品 

・
・
・
・
・
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